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様式10－１ 

監査の結果に係る措置通知書 

 

監査対象部局  総務部 

監 査 の 種 類  令和４年度 定期監査（４監第38号 令和４年７月13日報告） 

措置を講じた者  いわき市長 

通知を受けた日  令和４年 10 月５日 

 

指摘一覧 措置通知日 

是正改善を要する事項 

 

１ 収入事務 

過年度分給与返納金に関する事務において、督促が行われていない例が

認められた。 

令和４年 

10月５日 

 

２ 契約事務 

職員公舎の賃貸借に係る契約事務において、債務負担行為等の必要な措

置が講じられていない例が認められた。 

令和４年 

10月５日 

意見又は要望とする事項 

 
１ 支出事務（郵便料金の支払及び郵便切手等の適正な管理体制の確立等に

ついて） 

令和４年 

10月５日 

 
２ 支出事務（職員の旅費支給に関する事務の合理的かつ効率的な執行につ

いて） 
未措置 
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是正改善を要する事項 措置した内容等 

１ 収入事務 

  過年度分給与返納金に関する事務におい

て、督促が行われていない例が認められた。 

 ※ 扶養手当の過支給に伴う過年度分の返

納金に関する事務について、納期限である

令和３年６月15日を過ぎても債務を履行

しない者に対しては、いわき市債権管理条

例施行規則第３条の規定に基づき、納期限

後20日以内（同年７月５日まで）に書面に

より督促をしなければならないが、収納日

（同年12月28日）までの間、督促が行われ

ていなかった。 

（職員課） 

 

 

２ 契約事務 

  職員公舎の賃貸借に係る契約事務におい

て、債務負担行為等の必要な措置が講じられ

ていない例が認められた。 

※ 中長期派遣職員に係る職員公舎の賃貸

借については、契約期間を平成23年12月１

日から平成25年11月30日までとし、平成25

年12月１日以降は、契約期間満了の１か月

前までに解除の申し入れをしない場合２

年間の延長とする契約であることから、地

方自治法第214条の規定に基づく債務負担

行為を設定しておくか、同法第234条の３

に規定する長期継続契約を適用し、次年度

以降の予算額に減額等があった場合は契

約を解除する旨のいわゆる「条件付解除条

項」を契約書に設ける必要があるが、いず

れの措置も講じられていなかった。 

（職員課） 

 

 

 

 

〔指摘事項が発生した原因〕 

所属内における本市債権管理規程に関する

認識不足によるものです。 

 

〔措置した内容〕 

職員課給与係において使用している係内ス

ケジュールデータに「債権管理」の項目を設け、

係内での情報共有と組織的な執行管理に努め

てまいります。 

 

 

 

 

 

 

〔指摘事項が発生した原因〕 

 契約事務についての認識不足により、「条件

付解除条項」に関する事項を記載せず契約書を

作成し契約を締結したことによるものです。 

 

〔措置した内容〕 

 令和４年８月10日付で締結した覚書におい

て、「条件付解除条項」に関する事項について

記載しました。 

 他の契約事務においても、今後、同様の事案

が起きないよう適正な管理に努めてまいりま

す。 
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意見又は要望とする事項 措置した内容 

１ 支出事務（郵便料金の支払及び郵便切手等

の適正な管理体制の確立等について） 

郵送料金の支払いは、いわき市文書等管理

規程（以下「規程」という。）において、原

則、料金別納又は料金後納により行うとさ

れ、これにより難いときは、郵便切手又は料

額印面の付いた郵便はがき等（以下「郵便切

手等」という。）により行うことができると

されている。 

料金別納や後納制度は、大量の郵便物を差

し出す際にも、個々の郵便物に切手を貼る手

間がなく、料金を一括して支払うことが可能

となることから、郵送作業の効率化が図られ

る上、郵便切手等の保有数の削減にもつなが

るが、別納または後納で対応可能な場合に

も、未だ郵便切手等により対応している部署

が散見されている。 

また、郵便切手等の受払いについては、郵

便切手等管理簿（以下「管理簿」という。）

により、その受払いの状況を明らかにしてお

かなければならないとされているが、これま

での定期監査により、管理簿が整理されてお

らず、郵便切手等の現物と管理簿が一致しな

い事例など、郵便切手等の管理において、全

庁的に不適正な事務処理が必ず見受けられ

る状況となっている。 

郵便切手等は換金性が高く、紛失、書類の

偽造や横領のリスクも存在していることか

ら、その管理は、現金と同じく厳密になされ

るべきであるが、これまで再三にわたり定期

監査において指摘を行っているにもかかわ

らず、毎回、同様の不適正な事務処理が繰り

返されている。 

このため、総務課において、郵便切手等の

適正な取扱いについて通知を行っていると

ころであるが、今回の総務部定期監査におい

ても、管理簿が適切に記載されていない事例

 

郵便切手等の保有・使用によるリスクを低減

し、料金別納及び料金後納の利用促進を図るた

め、「文書等の送付にあたっての留意事項（令

和４年８月）」を取りまとめ、その周知徹底を

求める郵送文書等の適正な取扱いに係る通知

（令和４年８月18日付）を庁内に発出いたしま

した。 

当該文書では、従前発出した郵送文書等の適

正な取扱いに係る通知（令和元年12月９日付）

と郵便切手等の適正な取扱いに係る通知（令和

４年６月１日付）の内容を統合・整理し、いわ

き市文書等管理規程の規定に従い、郵送料金の

支払いは、原則、料金別納または料金後納によ

り行うこと、また、郵便切手等については、現

金と同じく厳密に管理すべきものであること

から、受払いの都度、各課等の文書取扱責任者

の管理のもと、正確な内容を郵便切手等管理簿

に記載し、日計により残数を整理・確認するこ

と等を改めて網羅的に明示するとともに、新た

に、料金別納及び料金後納の利用要件や利用手

順を示した利用の手引きや、料金後納の利用に

必要な書類等を添付したところです。 

今後も引き続き、総務課において差し出され

る郵便物のうち、料金別納または料金後納によ

る対応が可能と考えられるケースについては、

文書発送課等に対して随時指導を行ってまい

ります。 

また、総務課においては、これまでも、福島

県庁や東京事務所宛て郵便物の一括送付や、各

課等で取りまとめられた料金後納郵便物や料

金別納郵便物等の確認及び郵便局への一括引

渡し等を行っているところですが、引き続き、

文書発送業務のさらなる効率化に努めてまい

ります。 
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意見又は要望とする事項 措置した内容 

が確認されるなど、郵便切手等の管理は誤り

が発生しやすい事務となっている。 

よって、文書等管理事務を統括し、監督す

る立場である総務課においては、単に注意喚

起にとどまらず、①料金別納及び後納制度に

ついては、利用要件の説明や利用に際しての

指導助言を行うことにより、一層の利用促進

を図ること。②全庁的に郵便切手等の保管に

関するリスクを認識し、適正な管理体制の強

化を図るよう、各文書発送課に対するチェッ

ク機能を発揮すること。さらに、③将来的に

は、文書発送業務の一元化も視野に検討され

ることを望むものである。 

（総務課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


